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下水道の普及促進策について(第１回)医菫'三]事務＆
下水道の普及促進策の意義

）下水道整備効果の早期発現

下水道は､市町村が公共ますまでの下水道施設を整備しただけでは機能を発揮することは出来

ません｡各世帯が公共下水道に排水設備を接続する(Z１２１２hｺ11二±』二)ことで始めて機能することになり

ます。（下図）
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排水設備
(個人で殴圏・管理する部分）

下水道の役割は｢トイレの水洗化｣｢生活環境の改善｣｢公共用水域の水質保全｣ですが､このうち

｢生活環境の改善｣や｢公共用水域の水質保全｣については公益性が高く、下水道整備や事業運営

に公費(税金)を投入する根拠ともなっています｡このため､下水道を整備したにも関わらず水洗化が

進まないということは､公共施設の有効活用という観点からは大きな問題となります。

ﾄﾞmMmmH、

②下水道事業運営の健全化

下水道事業の運営費(下水道管理費)については､下水道使用料審議時にもご説明しましたが、

汚水を処理するために必要とする｢維持管理費｣や｢流域維持管理負担金｣と､建設時の借入金返済

費用である｢元利償還費｣からなっています。

下水道管理費＝維持管理費…管渠の点検･清掃などの費用

＋元利償還費…建設時の借入金返済の費用

十流域維持管理負担金…汚水処理と流域下水道の元利償還金

このうち流域維持管理負担金と元利償還費が下水道管理費の大半を占めます｡流域維持管理負

担金は汚水量と連動する費用ですが､元利償還費は建設時の借入額に応じて固定的に発生する経

費であり､汚水量に関わりなく償還することが必要になります。
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一方で､下水道管理費の財源については、「下水道使用料｣｢一般会計繰入金｣｢地方交付税交

付金｣からなることをご説明しました。

下水道管理費の財源＝下水道使用料十一般会計繰入金十地方交付税交付金

下水道使用料の審議内容では､供用開始後5年間で一般会計繰入金については､７億円余りの

負担が必要となる計画ですが､これは起債に伴う償還額の増加が平成2o年度以降本格化する一方

で､これに見合う下水道使用料の増加が見込めないことが大きな原因です｡下水道使用料は下水道

への接続が進まなければ実際の収入になりませんので､下水道整備に合わせて下水道の普及が進

むということは下水道事業を健全に運営するための前提ということができます。

２普及促進策の事例について

下水道の普及促進策については､自治体により取り組み方に差異が見られるため､一律に考織
ことはできませんが､主に下記の様な取組みが見られます。

①戸別訪問の実施

②阻害要因の徹底調査

③早期接続に向けた広報活動

④助成金･奨励金制度の実施

⑤下水道貯金

⑥融資あっせん制度(利子補給)の実施

これらの実例については、日本下水道協会がまとめた別紙｢排水設備接続推進事例集｣が参考に

なりますので､ご一読下さい。

また､以前岩出市に近い下水道計画を持つ自治体の下水道使用料･受益者負担金･排水設備，MiIimI1，
造支援制度を調べた資料を提出していますが､再度掲載します。(aページ参照)この結果では､袖

りは貸付金制度を採用している自治体が多くなっています。助･助成制度を採用している自治体よ

一方で､岩出市の近隣自治体での主な普及促進策を調べたところ、

と､何らかの助成金･奨励金制度を導入している自治体が多く見られます｡かつらぎ町､橋本市、

泉南市については生活保護世帯など対象者を限っていますが､和歌山市や九度山町では供用開始

後1年ないし5年以内に排水設備の改造を行えば助成金の対象となっています。

－２‐

貸付金制度あり 助成金･奨励金制度あり

未ﾛ歌山市､かつらぎ町､橋本市､泉南市 和歌山市､かつらぎ町(生活困窮世帯)、

九度山町､橋本市(非課税世帯)、泉南市

(生活保護世帯）



岩出市と類似都市の下水道普及促進策について
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25,3/月
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算定方式類型 算定方式 貸付金制度 補助制度
※３

その他

北海道 登別市 1,765 59,700 Ｓ5７ H２ 51つ4％ 80.0％ 8，３ 有 4,446 地積割 525円／㎡ 融資あっせん

利子補給

1年以内

1～3.3万円

北海道 北広島市 1,594 58,300 S4５ S4７ 87.2％ 95.1％ 1０，３ 有 3,060 地積割 280～490円／㎡ 無利子貸付 無し

宮城県 塩薑市 1,290 62,000 S3３ S3７ 86.7％ 97.5％ 600円 有 4,305 地積割 170～350円／㎡ 融資あっせん

利子補給
無し

宮城県 多賀城市 1,425 63,100 S4８ S5３ 93.9％ 98.5％ 1０，３ 有 2,572 地積割 200円／㎡ 融i篝あっせん

利子補給
無し

宮城県 富谷町 1,068 43,800 Ｈ１ H４ 94.3％ 86.0％ 1０，３ 有 2,940 地積割 200円／㎡ 無し 無し

茨城県 守谷市 2,038 67,300 S5０ S5６ 81.4％ 95.5％ 525円 有 3,360 地積割 150～780円／㎡ 融資あっせん

利子補給

無し

東京都 清瀬市 1,019 69,000 S5１ Ｓ5６ 83.4％ 99.8％ 1０，３ 有 2,168 地積割 350円／㎡ 融資あっせん

利子の1/2補給

３年以内
0.5 ヘジ1万円

神奈川県 寒川町 776 50,210 S4９ S5９ 88.0％ 88.1％ 8，３ 有 4,487 徴収無し 融資あっせん

利子補給

３年以内
0.4～3.2万円

福井県 敦賀市 1,332 52,300 S4９ S5８ 65.8％ 65.7％ 1０，３ 有 2,073 地積割 318円／nｆ 融資あっせん

利子補給
３年以内
15,000円

長野県 諏訪市 1,656 50,970 S4９ S5４ 81.2％ 90.3％ 1０，３ 有 3,606 地積割 230円／㎡ 融資あっせん

利子補給

無し

滋賀県 栗東市 1,719 55,089 S4９ S5７ 76.0％ 93.7％ 1０，３ 有 2,525 地積割 200円／㎡ 融資あっせん 無し

京都府 京田辺市 1,239 58,900 S5４ S6１ 69.2％ 88.2％ 1０，３ 有 1,750 徴収無し 融資あっせん 無し

大阪府 大阪狭山市 1,031 68,860 S4３ S4５ 82.4％ 99.9％ 1０，３ 有 2,226 徴収無し 無利子貸付 無し

兵庫県 龍野市 1,547 33,558 S4７
￣＝￣
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700円／ITf
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融資あっせん

利子補給

１１

無し

Ｉロロロ

現たつの市(H17.10合併）

兵庫県 赤穂市 2,000 52,080 S4９ S5６ 72.4％ 93.6％ 1０，３ 有

!’
2,289 地積割 453～521円/㎡ 有利子貸付 無し

兵庫県 小野市 1,728 45,650 S5４ Ｈ２ 85.1％ 83.9％ 1０，３ 有
Ｌ’

ｉｌ

ｌＩ

2,310 地積割 540円／㎡ 融資あっせん 無し
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岩出市と類似都市の下水道普及促進策について
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山口県 下松市 1,162 46,300 S2８ Ｓ5３ 82.5％ 70.9％ 1０，３ 有 2,835 地積割 250円／nｆ 融資あっせん

利子補給

無し

山口県 光市 1,105 43,040 s5３ S6１ 63.9％ 68.2％ 1０，３ 有 3,622 徴収無し 融資あっせん

利子補給

無し

福岡県 太宰府市 1,337 67,402 S5２ S5７ 93.0％ 95.0％ 840円 有 4,252 地積割 263円/㎡ 融資あっせん 無し

福岡県 那珂川町 885 55,000 S6２ Ｈ８ 67.8％ 88.1％ 1０，３ 有 4,200 徴収無し 融資あっせん ３年以内

20,000円

、
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岩出市における下水道普及促進策の検討方針について

岩出市において最も効果的な公共下水道普及促進策を検討するには､前述の事例を含めた各

促進策についての内容を比較し､本市において優先的に取り組む施策を選定していくべきと考えら

れます。

これまでの審議過程で明らかになっているものもありますが､当市の下水道普及を考える際にはい

くつか考慮すべき点があります。

①宅地の広さに差異があり､排水設備改造の難易度や費用に差が生じると予想される。

②非常に厳しい下水道財政

③新しい開発団地を中心に､合併浄化槽や集中処理合併浄化槽が広く普及している。

④古い団地では高齢化や建物の老朽化を理由に汲取り便所の改造に消極的な世帯が多い

ことが予想される。

３

①､②についてはこれまでの審議経過でも､岩出市の特徴として考慮すべき特徴として挙げられ

てきました｡③､④については、日本下水道協会が全国的に行った｢平成16年度排水設備実態調

査｣結果において問題とする回答が多く、(事例集ｐ､so～皿)当市においても該当する部分が多いと

予想されます。

次回は各種促進策の事例に基づいて岩出市における利点と問題点を検討しますので､その上で

iIImlmm蝋、

岩出市が優先的に取り組んで行くべき普及促進策をご議論いただくようお願いいたします。
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／下水道を利用して 〔和歌山市〕
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第１１条の３）
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◎

が指定した排水設備等工事指定工事店で必ず/￣ってください
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JJの水洗化Iこミ

＜み取り便所又は浄化槽をお使いの家庭は、その区域が公

共下水道を使用できるようになってから３年以内に排水設備

の改造工事をしなければなりません。

/制､､1ｍ

一般的に便槽は、し尿をくみ取り、清掃、

消毒の後、底部に穴をあけ、砂等で埋め

ます。くみ取り用の便器は撤去し、水洗

用の便器を取り付け、宅内排水管につな

ぎます。

浄化槽内部をくみ取り、清掃、消毒の後、

撤去または砂等で埋め、廃止し、宅内排

水管につなぎます。

/鴎､､､）

'1奨口励金に(」

告示された供用開始の曰から５年以内に排水設備工事をし

ていただいた方に、水洗化奨励金として、町から100,000円

を支給します。
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橋本市排水設備ｴ事に係る利子補給金交付要綱〔橋本市Ｔ
Ｏ橋本市排水設備工事に係る利子補給金交付要綱

平成１８年３月１曰
告示第176号

（趣旨）

第1条この告示は、橋本市に下2k道条例韮(亭居成la年橋本聿市条例癩第200号Q…以玉…[下zに道条jIill｣と…いうQ…)_第2条第４
号及び橋本市農叢Ⅱ集落排水"処2里施"設設i薑及、管Z里条例洲(；層成184福橋本＝市条例聿第174号Q…以禿…[農集条例｣…とＬ１
う｡」第３条第４号に規定する排水設備の工事にかかる経済負担の軽減を図るため、その工事費支払いのため
金融機関から融資を受けた者に対し、利子補給金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
（定義）

第2条この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
（１）使用者ｒ水…道条例郭第2条第８号及び農驫条嘔例第３条第２号に規定する者をいう。
（２）金融機関本市の指定した金融機関をいう。
（３）資金排水設備の工事を行うために金融機関から借り入れた金銭をいう。
（利子補給の対象）

第3条利子補給の対象は、公共下水道供用区域内の施設を公共下水道に接続しようとする工事並びに農業集
落排水処理施設へ接続しようとする工事(以下「工事」という。ただし、新築及び営利を目的とする住宅開
発事業に係るもの及び受益者負担金を賦課しない区域は除く。）とする。
（資格）

第4条利子補給を受けようとする者の資格(ただし、法人格を有する者は除く。）は、次のすべての各号に該
当する者とする。
（１）排水設備工事を行う使用者で金融機関から資金の融資を受けたもの。ただし、他の利子補給制度等を

,$111$'lmuW､利用した者はこの限りでない。
（＿）世帯構成員に市税等の滞納者がいないこと。
（３）供用開始の曰から3年以内に下水道条例第５鑿又は農集条例第7条に規定する申請書に必要な書類を添付
して提出し、受理されたものに限る。ただし、市長が正当な理由があると認めたときは、この限りでな
い。

（金融機関の指定）
第5条市長は、第2条第２号に規定する金融機関を別表第１のとおり指定する。
（利子補給金）

第6条市長は、金融機関から資金の融資を受けた対象者に対し、利子補給金を交付するものとする。
２利子補給は、橋｡S竈市TjZl〈道条例施行,規則(i;１２成18年橋…本市規則第15Z号)_第４余及び橋本市農業集訓落排水訓処仁理
施設設置J1Ｌｕ管理条例施行規貝ｌ(平刎成１８年橋本市規則第135号)…第３条に規定する申請書に記載された建物の敷
地に係る工事につき１回限りとする。

３利子補給融資限度額等は、別表第２に定めるところによる。
４利子補給金の額は、51表第２に定める範囲において支払われた利息の合計額とし､一括して利子補給期限終
了後に対象者に支払うものとする。
（利子補給の承認申請）

第7条前条第１項の規定により、利子補給金を受けようとする者は、下水道条例第5条に規定する排水設備等
の計画の確認申請曰から下水道条例第7条第１項に規定する検査(以下「検査」という。）後30日以内に排水設
備工事に係る利子補給承認申請書(様式郭第１号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならな

くmlmd1l。～）金銭消費貸借契約書(契約曰が当該排水設備工事等の確認申請曰の1年前から検査後３０曰以内に限る。）
等の写し
（２）納税等調査同意書(申請時、本市に納税等の情報がある場合に限る。）又は、世帯構成員全員の住民票
（外国人登録原票記載事項証明書)及び第4条Ⅱ第２号を証する書類

２市長は、前項の規定による承認をしたときは、排水設備工事に係る利子補給承認書(様竈式蘂第２号)を、承認し
なかったときは、利子補給不承認書(様式寵第２号嘔の2)を、申請者に交付する。
（利子補給の変更申請）

第8条前条第２項の承認を受けた者が利子補給に係る資金の貸付金の償還期限等を変更しようとするときは、
排水設備工事に係る利子補給変更承認申請書(様.式壼第３号)を市長に提出し、その承認を得なければならな
い。

２市長は、前項の規定による承認をしたときは排水設備工事に係る利子補給変更承認書(様式順第４号)を、承認
しなかったときは利子補給変更不承認書(様式第４号の2)を申請者に交付する。
（利子補給金の交付申請）

第9条第Z条第2項の承認を受けた者が利子補給金の交付を受けようとするときは、排水設備工事に係る利子
補給金交付申請書(様率式第５号)を、利子補給変更承認書に記載された利子補給期限終了後30日以内に市長に
提出しなければならない。
２前条第２項の承認を受けた者が利子補給金の交付を受けようとするときは、排水設備工事に係る利子補給金
交付申請書(様式第５号)を、利子補給変更承認書に記載された利子補給期限終了後30日以内に市長に提出し
なければならない。

３市長は、前2項の申請書を期日までに提出しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めた場合
においては、期日を延長することができる。
（利子補給金の交付決定）

第10条市長は、前条の申請書を受理したときは、利子補給金の交付の適否を決定し、適当と認めたときは排

エエ
http://www・city,hashimoto・wakayamajp/reiki/reiki-honbun/r2820690001.hｔｍｌ2007/04/2２
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水設備工事に係る利子補給金交付決定通知書(様傘式順第６号)により、不適当と認めたときは利子補給金不交付決
定通知書(様式第６号の2)により申請者に通知する。
（利子補給金の請求）

第11条前条の規定により利子補給金の交付決定を受けた者は、速やかに排水設備工事に係る利子補給金請求
書(様式_第Z号)を市長に提出しなければならない。
２市長は、前項の請求書の提出を受け、適当と認めた場合は、請求曰から40日以内に利子補給金を交付する
ものとする。
（補則）

第12条この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則

（施行期日）
１この告示は、平成１８年３月１曰から施行する。
（経過措置）

２この告示の施行の曰の前日までに、合併前の橋本市排水設備工事にかかる利子補給金交付要綱(平成12年橋
本市告示第90号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたも
のとみなし合併前の高野ロ町排水設備工事に係る利子補給金交付要綱(平成13年高野ロ町要綱第５号）（以下
「合併前の高野ロ町要綱」という。）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、合併前の高野ロ町
要綱の規定の例による。

別表第１(第5条関係）

、、

別表第２(第6条関係）

〆､'1蝿!》
様式第１号(第7条関係）

排水設備工事に係る利子補給承認申請書

年月曰

橋本市長 様

申請者住所

印申請者氏名

次のとおり、排水設備工事に係る利子補給を受けたいので、橋本市排水設備工事に係る利子補給金交付要
綱第7条第１項の規定により、申請します。

F1｢三Ｆ|降下三mf同同PiiTlF三m商三三玉可冨
http://www・city・hashimotowakayamaJp/reiki/reikihonbun/r2820690001.ｈｔｍｌ￣ 2007/04/2２

金融機 謁名 支 吉等

紀陽銀行

紀北川上農業協同組合

南1NS銀行

和歌山銀行

きの<に信用金庫

近畿労働金庫

関西アーバン銀行

橋本市内の支店・支所

資金の種類 利子補給率 利子補給期間 利子補給対象融資限度
額

利子補給限度額

排水設備工事を目
的とした借入金

3％以内 償還開始時期から5年
以内(元金据置を除
〈。）

限度額６０万円
二二穴ｿｃ>ＣＣＣ･=＝

4万6千円



橋本市排水設備工事助成金交付要綱 〔]|i喬本市〕
○橋本市排水設備エ事助成金交付要綱

平成１８年３月１日
告示第177号

（目的）

第1条この告示は、本市の公共下水道供用区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第9条に規定する供用区域を
いう。以下「供用区域」という。）内において公共下水道への接続エ事をする場合に、助成金を交付するこ
とによりその普及を促進し、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
（助成の対象）

第2条助成の対象となるエ事は、供用区域内の施設を公共下水道へ接続しようとするエ事(以下「エ事」とい
う。ただし、新築及び営利を目的とする住宅開発事業に係るもの及び受益者負担金を賦課しない区域は除
く。）のうち市長が認めたものとする。

２助成を受けることができる者は、世帯構成員すべてにおいて当該年度の市県民税が非課税であり、市長が
必要であると認めた者とする。ただし、法人格を有する者は除く。‘と～～～富ミーーーー
（資格）

第3条助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。）は、次の各号に定める資格をすべて備え
ていなければならない。
（１）供用区域内における家屋の所有者又はその所有者の同意を得た者であること。
（２）世帯構成員に市税等の滞納者がいないこと。
（３）供用開始曰から３年以内に橋本市下水道条例(平成１８年橋本市条例第200号。以下「下水道条例」とい
う。）第5条に規定する申請書に必要な書類を添付して提出し、受理されたものに限る。ただし、市長が必
要があると認めたときは、この限りでない。

‘勒成金の額）

第申鳥,』49醤|:|腱騨bif響砦9国些皇する｡ただし､下水…''第5条の規定による排水施設の新設申請’
２公の生活扶助を受けている者で市長が必要であると認める場合は、前項の規定にかかわらず、助成金の額
を別に定めることができる。
（助成金の交付申請）

第5条申請者は、排水設備エ事助成金交付申請薑(様式第１号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出し
なければならないｄ

（１）納税等調査同意書(申請時、本市に納税等の情報がある場合に限る。）又は、世帯構成員全員の住民票
（外国人登録原票記載事項証明書)及び第2条第２項、第3条第２号を証する書類

（２）橋本市排水設備指定工事店によるエ事費見積書
（３）その他市長が必要と認める書類

２前項の申請書の提出は、下水道条例第5条の規定による排水設備等の計画の確認申請後速やかに行うものと
し、助成金交付の適否の判断は確認申請時の納税状況をもって、確認申請曰を基準に行うものとする。ただ
し、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
（助成金の交付決定）

第6条市長は、前条の申請に基づき、助成金交付の適否を決定し、排水設備エ事助成金交付決定通知書(様式
第２号)又は排水設備エ事助成金不交付決定通知書(様式第２号の2)により申請者に通知するものとする。
（助成金の請求等）

第ＨＪ1条前条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、助成金の申請に係るエ事について、下水道条例第７
Ｌ第１項に規定する検査に合格したときは、３０日以内に排水設備エ事助成金交付請求書(様式第３号）を市長に
提出しなければならない。
２市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付す
るものとする。

（助成金の流用禁止）
第8条前条第２項の規定により助成金の交付を受けた者は、当該助成金を下水道条例第5条の申請に係るエ事

以外の用途に使用してはならない。
（助成金の返還等）

第9条市長は、助成金の交付決定を受けた者又は交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、
助成金の交付決定を取り消し、又は交付した助成金の全部の返還を命ずることができる。
（１）虚偽の申請又は不正な方法により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
（２）前号のほか、市長が助成の必要がなくなったと認めたとき。
（補則）

第１０条この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則

（施行期日）

１この告示は、平成１８年３月１日から施行する。

（経過措置）
２この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市排水設備エ事助成金交付要綱(平成１３年橋本市告示第２８
号)又は高野口町下水道宅内排水設備工事助成金交付要綱(平成１３年高野口町要綱第１３号)の規定によりなさ
れた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

１３

2007/04/2２http://www,cityhashimoto,wakayamajp/reiki/reiki-honbun/r2820691001html



〔泉南市〕改造資金融資と水洗便所設置費の助成

縄'驫煎’ﾎｰﾑ'ﾄﾋﾟｯｸｽ'意見提蘂'ｻｲﾄﾏｯﾌﾟ'ｻｲﾄ内艤索'ﾘﾝｸ
ホーム＞暮らし｡環境＞泉南市の下水道＞改造資金融資と水洗便所設置費の助成

改造資金融資と水洗懐mlf設置費の助成

⑪泉南市の下水道●改造資金融資と水洗便所設置費の助成●下水道使用料
●受益者負担金●下水道へ排水する場合の規制●泉南市のマンホール蓋

改造資金融資について

本市では､くみ取り式便所やし尿浄化槽付便所を公共下水道に直結した水洗便所に改造する
エ事に対し｢改造資金の融資あっ旋｣を行っております｡水洗便所改造エ事LHぅ'三．責’０万巴L』
IkL元金及び利子を遅滞なく償還した場合､利子の全額を利子補助金として交付します。但し
下水道供用開始の曰から3年以内の改造に限ります。

く融資利率＞
毎年度当初に金融機関と協議し定めます。

○融資を受ける方の資格

Ｆ￣

(1)独立の生計を営んでいること。

(2)建築物の所有者又はその所有者の同意を得た建築物
の使用者であること。

(3)受益者負担金を滞納していないこと。
(4)確実な連帯保証人があること。

水洗便所設置費の助成について

下水道処理区域内において､くみ取り便所が設けられている建築物を所有する方で､市が認

定上た内容の範囲内において､水洗便所に改造するために要する費用の全額を助成します｡但
し水道供用開始の日から3年以内の改造に限ります。

○助成を受けることができる人

(１

(２ つ、同居

の親族にも収入がない人
(3)受益者負担金を滞納していない人

作成:上下水道部下水道整備課
作成日:平成14年12月１日
更新曰:平成18年６月30日
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